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�愛媛県告示第５２号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和

４２年法律第１４９号）第３５条の６第１項の規定により、次のとおり液

化石油ガス販売事業者を認定した。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広
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氏名又は名称 代表者の氏名 住 所 認 定
年 月 日

えひめ中央農業
協同組合 福 島 幸 則 松山市千舟町８丁目１２８

番地１
令和５年
１月１０日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

なないろ歯科クリニック 西条市大町５１９－６ 令和４年１２月１日

施 術 機 関 施 術 所 指 定

年 月 日氏 名 名 称 所 在 地

伊 藤 真 也
マッサージ和み
西条・新居浜

店
西条市洲之内甲６４４番地 令和４年

１１月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

川 向 歯 科 医 院 新居浜市中村四丁目５番
４２号 令和４年１０月３１日

まつばら歯科クリニック 西条市大町７０９－５ 令和４年１１月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社シルバーケアサービ
ス 今治市郷本町三丁目５番３７号 サテライトひまわり 今治市八町西四丁目１番１２号 令和４年１２月６日

株式会社シルバーケアサービ
ス 今治市郷本町三丁目５番３７号 ふれあいの家 ひまわり 今治市郷本町三丁目５番３４号 令和４年１２月６日

毎週（火・金）曜日発行 第３７４号 令和５年１月１７日

令和５年１月１７日火曜日 第３７４号
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�愛媛県告示第５８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和４管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和４年１２月愛媛県告示第１３６３号）を次のとおり変更し

た。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市東予土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年１月１７日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

伊豫郡大谷池土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年１月１７日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�愛媛県告示第５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和５年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社シルバーケアサービ
ス 今治市郷本町三丁目５番３７号 サテライトひまわり 今治市八町西四丁目１番１２号 令和４年１２月６日

株式会社シルバーケアサービ
ス 今治市郷本町三丁目５番３７号 ふれあいの家 ひまわり 今治市郷本町三丁目５番３４号 令和４年１２月６日

知事管理区分 知事管理漁獲可能量
変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（小型魚）
漁業 ４月から６月まで ０．９トン ０．９トン

７月から９月まで ４．５トン ４．５トン

１０月から１２月まで ５．０トン １．３トン

１月から３月まで ３．９トン ８．８トン

総計 １４．３トン １５．５トン

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 岡 芳 秀 西条市周布１８１５番地

〃 西 山 � 智 西条市北条２４３番地

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 � 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 一 色 賢 二 西条市円海寺２８６番地１

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 長 井 昭 次 西条市黒谷甲４５１番地

〃 丹 幸 太 西条市河原津新田甲１２１番地１０

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 山 田 好 一 西条市広岡５６４番地

監 事 北須賀 孝 子 西条市三津屋南２番１７

〃 加 藤 裕 江 西条市朔日市５１４番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 岡 芳 秀 西条市周布１８１５番地

〃 西 山 � 智 西条市北条２４３番地

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 矢 野 要 西条市壬生川８４８番地１

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 � 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 一 色 賢 二 西条市円海寺２８６番地１

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 中 路 芳 正 西条市喜多台７６番地

〃 三 宅 収 西条市吉田２４９番地

〃 長 井 昭 次 西条市黒谷甲４５１番地

〃 丹 幸 太 西条市河原津新田甲１２１番地１０

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 山 田 好 一 西条市広岡５６４番地

監 事 一 色 司 西条市吉田３４７番地１３

〃 � 橋 建 悟 西条市北条１３５８番地２

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 平 田 清 夫 伊予市上野１１７４番地１
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役員の種類 氏 名 住 所

監 事 森 下 � 史 伊予市上野２２２１番地

令和５年１月１７日 発行


